
平維盛の大祭での打ち上げ花火（野迫川村）

ボーナ
スは

組合員貯金へ

●ご家庭にお持ち帰りいただき、ご家族でご覧ください。

奈良県市町村職員共済組合

2017
共済ニュース

No.250

組合員の現況 （平成29年 5月末現在 ）
組合員数　男：8,854人　　女：5,022人� 計：13,876人
任意継続組合員　206人　　被扶養者数 （任継除く ）� 14,189人

共済組合ホームページ ▶ http://www.kyosai-nara.jp/
（バックナンバーは共済組合ホームページに掲載しています）

新規・額変更
〆切は7月27日㈭
共済組合必着！～

8月

「共済ニュース すこやか」は、年４回、４･７･10･１月にお届けします。

₂ 平成28年度 決算の概要について
2 ●組合会が開催されました

₆ ● 短期財政の健全化にご協力を！
8 ●各種健診等を受診しましょう！
10 ●健康講座【生活習慣改善セミナー】

●ボーナスは有利で便利な組合員貯金へ
●「組合員貯金」に加入されている組合員の皆さんへ

11 ●ライフプランセミナー（退職準備型）の開催について
●「組合員貯金」にまだ加入されていない組合員の皆さんへ

12 ●高額療養費制度等の見直しについて
14 ●標準報酬月額の定時決定について
15 ●森林セラピー®に対する助成事業について
16 ●被扶養者の資格継続調査の実施について
17 ●職員採用試験のお知らせ
18 ●年金払い退職給付に係る財政状況（平成27年度末）について
19 ●地共済年金情報Webサイトをご活用ください！
20 ●［知って安心！厚生年金］退職年金給付（年金払い退職給付）のしくみ①
22 ●だんしん事業のご案内
23 ●平成29年度年間スケジュール予定表
24 ●［お悩み改善エクササイズ］肩こりを改善
25 ●治療前からのお口のケアのすすめ　その１
26 ●  こころの相談室だより
27 ●［保養施設のご案内］憩いの里 湖西／東京グリーンパレス
28 ●  電話健康相談／健康・こころのオンライン／

セルフチェック・委託ストレスチェックのご案内／メンタルヘルス相談

10頁
参照

年利  

1.25％ !

貯金利率
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○�この経理は、組合員や被扶養者の
皆さんの病気やケガ等による医療
費等の給付などを行う経理です。

○�平成 28 年度は、収入は前年度か
ら約1億 8,613万円の増、支出は
約 4 億 3,130 万円の減となりま
した。

○�収支の結果、当期短期利益金と当
期介護利益金を生じましたので、当
期短期利益金は、前年度より繰り
越した短期繰越欠損金に充当し、
なお利益金が生じるため欠損金補
てん積立金へ積み立てました。ま
た、当期介護利益金は、全額介護
積立金へ積み立てました。

（万円）
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前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

高齢者医療制度への拠出金等の推移

件数（件） 日数（日） 金額（万円）
前年度比 前年度比 前年度比

組合員本人 122,972 � 1,705 213,544  � 5,082 182,442 � 1,165

家族 127,016 ▲� 103 212,791  � 401 181,601 � 4,885

合計 249,988 � 1,602 426,335  � 5,483 364,043 � 6,050

平成28年度医療給付実績（現金給付を除く）

平成 29 年 6 月 26 日（月）、「奈良県産業会館」におい
て第157回組合会が開催され、各議案とも慎重な審議が
行われ原案どおり議決されました。

地方公共団体の数
市 12

町 15

村 12

一部事務組合等 31

計 70

平成28年度 決算の概要について
組合員数及び被扶養者数とも、平成27年度

末と比較すると組合員で 167 人の増、被扶養
者で 174 人の減少となりました。また、組合

員数の増加や給与改定により、掛金等の標準となる標準報酬月額や標準期
末手当等の額も増加しました。

総括事項

短期経理 収入合計10,611,609 千円 － 支出合計10,382,611千円 ＝ 228,998 千円�
� （ 内訳 当期短期利益金 218,419 千円 ,当期介護利益金 10,579 千円 ）

第157回組合会� 日程第1議第1号　平成28年度決算について
� 日程第2議第2号　奈良県市町村職員共済組合運営規則の一部を変更（案）することについて

組合会が開催されました

組合員等の状況� ※≪≫内は前年度対比を表す。

組合員数
（長期組合員、任意

継続組合員を含む）
被扶養者数
（任意継続組

合員を含む） 適用区分 標準報酬月額
� （円）

標準期末手当等年度累計額
� （円）

13,936 人 14,673 人 長期 5,386,982,000 円 20,680,564,000 円
≪ 121,640,000 ≫ ≪ 550,288,000 ≫

  ≪ 167 ≫   ≪ 174 ≫ 短期 5,530,360,000 円 20,749,513,000 円
≪ 115,338,751 ≫ ≪ 584,590,000 ≫

組合員1人当たりの被扶養者数＝ 1.05 人　≪▲0.03 ≫

すこやか2 No.250
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給付金（一部負担金払戻金含む ) 4,623,754 千円

その他 5,956 千円

介護掛金（任継含む）
386,068 千円

介護負担金 374,614 千円

前年度繰越支払準備金 707,460 千円

補助金等収入（高額医療交付金等）460,671 千円

短期負担金（調整負担金含む） 4,309,410 千円 短期掛金（任継含む） 4,367,430 千円

老人保健・退職者給付拠出金 107,060 千円

前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・病床転換支援金
3,628,492 千円

収入

支出

連合会払込金・拠出金等 514,392 千円
次年度繰越支払準備金 717,239 千円

業務経理への繰入・
その他 43,191 千円

介護納付金
 748,483 千円

収入

支出

○�この経理は、平成 27 年 10 月からの被用者年金の一元化に伴い、厚
生年金給付に係る組合員保険料及び所属所からの負担金を徴収し、全
国市町村職員共済組合連合会（以下「市町村連合会」という。）へ払い
込みを行う経理です。

厚生年金保険経理 収入合計18,765,730 千円 － 支出合計18,765,730 千円 ＝ 0 千円

負担金払込金  11,539,901千円

負担金           11,539,901千円

組合員保険料 7,225,829千円

組合員保険料払込金 7,225,829千円

収入

支出

損益内訳

退職等年金経理 収入合計1,255,749 千円 － 支出合計1,255,749 千円 ＝ 0 千円

○�この経理は、平成 27 年 10 月からの被用者年金の一元化に伴い、退
職等年金給付（いわゆる「新三階」）に係る組合員からの掛金及び所属
所からの負担金を徴収し、市町村連合会へ払い込みを行う経理です。

負担金払込金 627,878千円

負担金　　　 627,878千円 掛金 　　　627,871千円

掛金払込金 627,871千円

収入

支出

損益内訳

経過的長期経理 収入合計135,498 千円 － 支出合計135,498 千円 ＝ 0 千円

○�この経理は、平成 27 年 10 月からの被用者年金の一元化に伴い、主
に旧職域年金部分の給付、既裁定の公務障害・遺族年金の給付などに
係る所属所からの負担金を徴収し、市町村連合会へ払い込みを行う経
理です。

負担金払込金 135,498千円

負担金 　　　135,498千円収入

支出

損益内訳

経過的長期預託金
管理経理 収入合計 83,493 千円 － 支出合計 83,493 千円 ＝ 0 千円

○�この経理は、平成 27 年 10 月からの被用者年金の一元化に伴い、長
期給付積立金の一部を市町村連合会から預託を受け、貸付経理への貸
付金・縁故地方債の購入等の管理・運用を行うための経理です。

支払利息　　　　 83,493千円

利息及び配当金　 83,493千円収入

支出

損益内訳

3平成 29 年 （2017）　7 月
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保健経理 収入合計 326,472 千円 － 支出合計 270,839 千円 ＝ 55,633 千円 （ 当期利益金 ）

○�この経理は、組合員や被扶養者の皆さんの健康管理に役立てていただくため、成人病健診、人間ドック、保健講座、助成事
業、特定健康診査、特定保健指導などの保健事業を行う経理です。�

○�収入は組合員数の増加などにより前年度から約 431 万円の増、支出は事務コストの削減等により約 366 万円の減とな
り、収支の結果、標記の当期利益金を生じました。

　この当期利益金と欠損金補てん積立金より取り崩した約4万円を、前年度より繰り越した積立金へ積み立てました。

厚生費 200,898千円

利息及び配当金
・その他
872千円

掛金 160,812千円負担金 164,788千円収入

支出

特定健康診査等費  8,962千円 旅費・事務費 2,333千円

職員給与 23,088千円 その他 35,558千円

損益内訳

業務経理 収入合計 252,928 千円 － 支出合計 231,190 千円 ＝ 21,738 千円 （ 当期利益金 ）

○�この経理は短期給付や長期給付に要する事務費や人件費等、また全体の管理運営上の諸経費等の事務コストを処理する経
理です。財源は、地方公共団体から徴収した事務費負担金、市町村連合会からの交付金と、短期経理からの繰入金です。

○�収入は、連合会交付金の増加などにより、前年度から約 2,796 万円の増、支出は連合会分担金が新たに設けられたことな
どにより約2,857万円の増となり、収支の結果、標記の当期利益金を生じましたので、全額積立金へ積み立てました。

役員報酬・職員給与・賃金  109,860千円

短期経理より繰入・その他
28,174千円

連合会交付金 73,914千円負担金 150,840 千円

事務費負担金払込金 66,388千円

収入

支出

旅費・事務費  13,561千円 その他 41,381千円

損益内訳

すこやか4 No.250
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貸付経理 収入合計 92,455 千円 － 支出合計 95,874 千円 ＝ ▲ 3,419 千円 （ 当期損失金 ）

○�この経理は、組合員の皆さんが資金を必要とするときに、普通貸付・住宅貸付・入学貸付・修学貸付・高額医療貸付など
の融資を行う経理です。財源は、経過的長期預託金管理経理及び短期経理からの借入金です。

○�収入は貸付金の減少に伴う利息収入の減少などにより前年度から約 1,888 万円の減、支出についても貸付金の減少に伴
う支払利息の減少などにより約1,896万円の減となり、収支の結果、標記の当期損失金を生じました。

　この当期損失金は、前年度より繰り越した欠損金補てん積立金を取り崩して補てんしました。

○平成28年度末の貸付金の状況　※≪　≫内は前年度対比を表す。

収入

支出 支払利息 80,867千円

その他
807千円

組合員貸付金利息 91,648千円

旅費・事務費
789千円

職員給与 4,219千円

連合会払込金 4,881千円

その他 
5,118千円

貸付総額 貸付件数 主な貸付の利率

31億3,762万4,973円
≪▲6億5,619万838円≫

1,933件
≪▲282件≫

普通・住宅・特別：年2.66％
　　　 　　災害：年2.22％

損益内訳

貯金経理 収入合計1,153,585 千円 － 支出合計 964,566 千円 ＝ 189,019 千円（当期利益金 ）

○この経理は、組合員の皆さんからお預かりをした組合員貯金を、安全かつ効率的に運用し、利息として還元する経理です。
○�収入は保有する債券の運用益が減少したことにより、前年度から約 544 万円の減、支出は事務コストの削減を図りつつ

も、支払利息の増加などにより約1,422万円の増となり、収支の結果、標記の当期利益金を生じました。
　�この当期利益金のうち約 9,634 万円を前年度より繰り越した欠損金補てん積立金へ積み立て、残りを積立金へ積み立て

ました。

○平成28年度末の貯金の状況　※≪　≫内は前年度対比を表す。

支払利息 883,815千円

その他
58,606千円

利息及び配当金 1,094,979千円収入

支出
旅費・事務費 4,584千円

職員給与・賃金 53,832千円 その他 22,335千円

貯金総額 貯金者数 貯金加入率 支払利率

691億7,100万6,382円
≪19億 2,699万4,952円≫

9,333人
≪18人≫

66,97％
≪▲0.68％≫

平成28年4月1日より� 年利 1.3％

平成28年10月1日より� 年利 1.25％

損益内訳
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　本組合の医療費は、上記のとおり全国平均を上回り現在大変厳しい財政状況にあります。皆さんに
は以下のことをご理解いただき適切な受診にご協力をお願いいたします。

1．かかりつけ医をもちましょう
	 	　かかりつけ医は、日頃から組合員や家族の皆さんとお付き合いすることで、これまでにかかった病気な

どの診療内容や検査記録が蓄積されるので、適切な判断のもと最適な治療につながります。

2．夜間や休日診療を控えましょう
	 	　急病などのやむを得ない場合を除き、診療時間内に受診するようにしましょう。	
	 	　また、普段からかかりつけ医をもっていれば、夜間や休日に急いで病院に行く必要があるかどうか、ま

た、どんな場合には翌朝まで待てばよいのかなどの対処方も相談できます。

3．はしご受診はやめましょう
	 	　医療機関を変更すると、その都度初診料がかかります。また、同じような検査が繰り返されたり、同じよう

な処置や薬を処方されることとなるため、医療費が嵩むばかりか、体にも負担となります。

短 期 財 政 の 健 全
 適 正 受 診 に ご 協 力 を  

本組合の1件当たりの医療費は、平成 27年度において	
組合員が全国ワースト2位、被扶養者が全国ワースト5位で、
昨年度より増加し全国的に見ても上位となっています。
医療機関を次々と変更して受診する「はしご受診」は、そ
の都度初診料が生じることとなり医療費の無駄が生じます。
また夜間や休日に安易に救急指定医療機関で受診される

と、時間外加算や休日加算がかかり医療費が嵩むことになり
ます。急病などのやむを得ない場合を除き、診療時間内に受
診するようにしましょう。

本組合では、相談料・通話無料の電話健康相談�
（ 0120-031-199）等を実施しております
ので、是非ともご活用ください。

出典：	全国市町村職員共済組合連合会「短期給付診療諸率等
の状況（平成27年度）」

組合員　年度別1件当たり医療費

平成27年度�1件当たりの医療費が47都道府県の市町村職員共済組合中

組合員でワースト2位 、被扶養者はワースト5位
1件当たり医療費
� 区分
順位 組合員 被扶養者

1 北海道� 12,966円 北海道� 15,399円
2 奈良県� 12,597円 高知県� 15,172円
3 福岡県� 12,372円 石川県� 14,840円
4 宮崎県� 12,225円 沖縄県� 14,728円
5 島根県� 12,214円 奈良県� 14,436円

6 大分県� 12,174円 山梨県� 14,344円
7 福井県� 12,096円 島根県� 14,332円
8 石川県� 12,088円 徳島県� 14,241円

47 愛知県� 9,830円 群馬県� 11,553円

平均 � 11,029円 � 12,965円

12,49412,494

11,79311,793 11,90411,904 12,12912,129
12,59712,597

14,58214,582 14,40014,400
14,81714,817

14,31914,319 14,43614,436

11,05111,051 11,05011,050 11,04511,045 11,05311,053 11,02911,029

12,78912,789 12,70212,702 12,83012,830 12,95512,955 12,96512,965

10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
15,000

平成23年度(円) 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

組合員

被扶養者

全国（組合員）

全国（被扶養者）

医療費
12,49412,494

11,79311,793 11,90411,904 12,12912,129
12,59712,597

14,58214,582 14,40014,400
14,81714,817

14,31914,319 14,43614,436

11,05111,051 11,05011,050 11,04511,045 11,05311,053 11,02911,029

12,78912,789 12,70212,702 12,83012,830 12,95512,955 12,96512,965

10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
15,000

平成23年度(円) 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

組合員

被扶養者

全国（組合員）

全国（被扶養者）
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　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医薬品※）と同じ有効成分、同じ効能・効果があり、安
全性においても同等の医薬品です。
　ジェネック医薬品は先発医薬品の約2～7割程度の価格となり、皆さんの自己負担額の軽減、また短期
（医療）財政の改善につながります。
　診察の際に、医師に「ジェネリック医薬品を希望します。」と表示された組合員証及び被扶養者証を提示
するなど意思表示をし、ジェネリック医薬品を使用しましょう。
※最初に開発・承認・発売された、従来になかった薬効成分を持つ医薬品

化 に ご 協 力 を ！
 ジェネリック医薬品の活用を！ 

共済組合では、短期財政の安定化を図るため、ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用促進を行っています。
ジェネリック医薬品の使用割合は以下のとおりとなり、国が掲げる目標数値である「平成 29年度中に 70％」
を平成 29年 1月診療分で達成しました。
しかしながら、本組合の短期（医療）財政はまだまだ厳しい状況にあることから、引き続きジェネリック医薬品
の利用促進を行っていくとともに、国が掲げる新たな目標数値である「平成 30年度から平成 32年度末までの間
のなるべく早い時期に 80%」を目指します。
皆さんの自己負担額の軽減、また本組合の短期（医療）財政の改善のため、引き続きジェネリック医薬品の積極
的な活用をお願いします。

また、ジェネリック医薬品に切替えることで、300 円以上の削減効果が見込まれる 20歳以上の慢性疾患によ
り投薬を受けている組合員及び被扶養者の方に年 2回「ジェネリック差額通知書」を配付し、ジェネリック医薬
品の利用促進を行っております。
去年 7月に 633 人の方に「ジェネリック差額通知書」（平成 28年 9月診療分～平成 29年 2月診療分）を配
付いたしました結果、その後 302 名（延べ人数）の方が、その一部をジェネリック医薬品へ切替えをされました。
しかしながら対象者が使用した医薬品全体の中でのジェネリック医薬品が使用されている割合は 13.16％と依
然として低い状況です。
今年度も医療費通知とあわせて年 2回「ジェネリック差額通知書」を該当者に配付いたしますので、医療費の
削減（＝自己負担額の軽減）にご協力をお願いします。

削減可能額と削減額（円） 切替人数割合（人）

168,496 171,104
153,090

176,495 178,494
155,673

438,603

363,803

452,086

393,475

307,360

401,078

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

２月診療分１月診療分１２月診療分１１月診療分１０月診療分９月診療分

未受診

切替あり切替なし

平成28年9月～平成29年2月診療分について

302257

74

診　療　月 平成28年9月�
診療分

平成28年10月�
診療分

平成28年11月�
診療分

平成28年12月
診療分

平成29年1月�
診療分

平成29年2月�
診療分 平均

ジェネック医薬品�
使 用 割 合 68.00％ 68.34％ 68.33％ 69.08％ 70.50％ 68.89％ 68.86％

 削減可能額‥ 先発医薬品の中で、ジェネリック医薬品に切替が可能な薬剤費
 削減額‥ 先発医薬品からジェネリック医薬品に切替えた結果、削減された薬剤費
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各 種 健 診 等を 受 診しましょう！

成人病健診� ��������������������
　対 象 者　�30歳以上の組合員（人間ドック申込者を除く）　
　

　★ �成人病健診は定期健康診断と指定された健診（巡回）日に同時に受診いただく場合が多く、受診しやすい健診ですの
で、是非受診ください。

　★ �指定された健診（巡回）日に受診できなかった対象者の方は、「共同巡回健診日」等による振替受診をご利用いただく
ことができますので、振替受診を希望する方は、必ず所属所担当者に連絡してください。

人間ドック� ��������������������
　対 象 者　�35歳以上の組合員と被扶養者（脳ドックは50歳以上、家族健診は被扶養者のみ）

　　★ �平成29年度の申し込みは、終了しています。

婦人科健診� ���������������
　対 象 者　�30歳以上の女性の組合員と被扶養者
 

　　★ �平成29年度の申し込みは、終了しています。

歯科健診� ����������������
　対 象 者　�29歳以下の組合員、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の組合員
 

　★ �歯周疾患の早期発見・早期治療という従来の目的に、予防の観点から歯周病が増加する30歳代までの方を対象者
に加えています。また、継続した歯の健康管理（メンテナンス）を習慣化することを目的として、60歳までの5歳
刻みの節目の方も従来どおり対象としています。歯痛等の自覚症状が出てからでは、治療等に要する日数も多くな
りますので、この健診を是非受診ください。

［平成28年度結果］� （単位：人、％） 検 査 内 容
対象者数 受診者数 受診率 �胃部検査、心電図検査、眼底検査（40歳以上の組合員）、�

血液検査、大腸検査（30歳以上の希望する組合員）5,299 4,018 75.8

組合員［平成28年度結果］� （単位：人、％）
対象者数 受診者数 受診率

9,833 5,220 53.1

被扶養者［平成28年度結果］� （単位：人、％）

対象者数 受診者数 受診率

4,440 779 17.5

［平成28年度結果］� （単位：人、％）

対象者数 受診者数 受診率

8,234 2,549 30.9

［平成28年度結果］� （単位：人、％）

対象者数 受診者数 受診率

4,715 2,641 56.0

本年度も、共済組合では充実した健診メニューにより組合員の皆さんやご家族（被扶養者）の健康をサポートします。
既に今年度の各種健診の申込期間は終了しておりますので、定期健康診断日や、それぞれの受診期限までに、必ず

受診いただきますようお願いいたします。

平成28年度 各種健診の受診結果及び今年度の各種健診等について

成人病健診や定期健康診断などの
巡回健診時に併せて実施します！

受診期限：平成30年3月31日

受診期限：平成30年3月31日

受診時期について、年度末は予約が
重なるため、結果的に受診できなく
なることがありますので、お早めの
受診をお願いします。

受診時期について、年度末は予約が
重なるため、結果的に受診できなく
なることがありますので、お早めの
受診をお願いします。
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特定健康診査について

平成29年度 特定保健指導について

対 象 者：昭和18年4月2日～昭和53年4月1日生まれの方

健康に良くない生活習慣の継続が、内臓脂肪を蓄積しメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の原因とな
ります。さらに怖いのは、その状態で放置しておくと「心臓病」、「脳卒中」、「糖尿病」などの生活習慣病を引き起こ
すリスクを高めてしまうことです。
「特定健康診査」は、そのような危険性がないかを早期に発見し、生活習慣病の予防に役立てることはもちろんの
こと、日頃の生活習慣を振り返るきっかけづくりとなる健診です。
組合員の皆さんの大切なご家族である被扶養者の方も、いつまでも “ 健やかな生活 ” を送ることできるよう年�
1回の「特定健康診査」を必ず受診し、生活習慣病の予防と改善にお役立てください。

特定保健指導利用券を対象者に配付する際に過去3年間の特定健康
診査の受診結果をグラフ化した「特定健康診査受診結果表」を同封いた
します。
この結果表は、健康状態を経年で比較いただける内容となっていま
すので、記載事項をよくご覧になり、ご自身の健康を守るためにお役立
てください。
特定保健指導の利用をきっかけとして、今後の健康増進に努めてい
きましょう！

特定健康診査� �������������������
　対 象 者　�40歳以上75歳未満の組合員、任意継続組合員、被扶養者　
　

　★ �被扶養者の受診率が非常に低い状況です。今年度より受診券はご自宅へ送付しますが、組合員の皆さんからも被扶
養者の方への受診勧奨を行っていただきますようお願いいたします。

　★ �組合員は定期健康診断もしくは、人間ドックの受診で特定健康診査の受診に代えさせていただきます。�

組合員・任意継続組合員
［平成27年度国へ報告分］� （単位：人、％）

被扶養者
［平成27年度国へ報告分］� （単位：人、％）

対象者数 受診者数 受診率 対象者数 受診者数 受診率

8,775 7,470 85.1 2,888 649 22.5

特定保健指導 �������������������
　対 象 者　�特定健康診査の結果から保健指導が必要とされた方
　

　★ �特定健康診査の結果、積極的支援や動機付け支援と判定された方には、ご自身に合った健康改善プログラムが無料
で受けられる特定保健指導利用券を配付いたします。ぜひご利用ください。

積極的支援［平成27年度国へ報告分］� （単位：人、％） 動機付け支援［平成27年度国へ報告分］� （単位：人、％）
対象者数 利用者数 利用率 対象者数 利用者数 利用率

1,015 98 9.7 666 69 10.4

健診費用は
無料です

共済組合が実施する各種健診は、生活習慣病をはじめ、様々な病気の早期発見・早期治療や予防・健康増進を目的
としています。一年に一度、ご自身の健康状態をチェックする機会と位置付け、是非ご利用ください。

奈良県（全体）の受診率
41.2％（平成26年度）
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対象者は健診結果で生活習慣の改善が
必要とされる方とその配偶者、並びに希望さ
れる方です。

平成 20 年度より始まった特定健康診査（通称メタボ健診）
及び特定保健指導は主に生活習慣病に着目し、病気の重症化や
発症を予防する目的で行われています。

生活習慣病の多くは、初期にはほとんど自覚症状がありませ
んが、日々の生活習慣が病気の一因となるため、早い段階から
生活習慣を見直すことにより、多くの病気の発症、進行を予防
することができます。そしてこの生活習慣の改善には「食生活」
と「運動」の両面からのアプローチが効果的とされています。

今年度も「食生活」と「運動」の両面から生活習慣の改善を図
ることを目的として健康講座「生活習慣改善セミナー」を開催
いたします。対象となられた方は是非講座を受講し、ご自身の
健康増進のためにお役立てください。

「組合員貯金」に

加入されている

組合員の皆さんへ
定例積立（毎月の給料・ボーナス）のほかに、臨時
に積立てることができる臨時積立があり、ご希望の金
額を預け入れしていただけます。
また、毎月の積立額を変更する場合は、変更しよう
とする月の前月 27日までに本組合に報告が届きます
ように、共済事務担当課へお申し出ください。

	夏のボーナスの活用方法はお決まりですか？
上手な貯蓄をお考えなら、

高利回り、安心の
「組合員貯金」に
	 お預けください！

年利1.25％

平成29年7
月1日

現在

	  9月19日（火）	 奈良県社会福祉総合センター	（定員70名）

	  9月27日（水）	 ホテルリガーレ春日野	 （定員70名）

	 10月23日（月）	 奈良県社会福祉総合センター	（定員70名）

開 催 日 ·· · · · · · · · · · · · · · ·
※全体の定員200名程度
※	所属所へ別途開催通知を送付します

健康講座　﹁生活習慣改善セミナー﹂

ボーナスは

有利で便利な

組合員貯金へ！
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ライフプランセミナーとは…？
職場を退職されますと、これまで仕事中心であった生活が一転し、働かない分収入は減少しますが、

時間的には余裕ができることになるでしょう。この “ 限られた収入 ” や “ 時間的な余裕 ” による生活の
変化について、多くの方が疑問や不安を持たれる傾向にあります。この疑問や不安を少しでも解消し、
将来のビジョンを明確にしていただくため、本組合では 3 つの基本テーマ（1．生きがい、2．生活設計、
3．健康）を定め、「ライフプランセミナー」を開催しています。今セミナーでは、担当講師から次の 3
項目についてわかりやすくお伝えいたします。

⒈「生きがい」　�自分にあった趣味等を活かして、将来にわたって楽しく日々をすごす
ことについて

⒉「生活設計」　�退職前後の収入格差についての認識や、今後の生活をどう設計するか
について

⒊「健　　康」　�今後の生活における基盤となるカラダについて、年齢にあった健康保持、
健康づくりについて

対象者は50歳以上の
組合員です

「組合員貯金」に まだ加入されていない 

組合員の皆さんへ
「組合員貯金」の利率は現在1.25％となって
おり、低金利時代の今、1％を超える金利はなか
なかありません！この機会に、上手な貯蓄を検
討してみませんか。
積立方法は、定例積立（毎月の給料・年 2回
のボーナス）のほかに、随時に積立てることので
きる臨時積立があります。
貯金の払い戻しは、毎月 2回（10日・25日）
と決まっています。この年利で月 2回の払い	

戻しが可能ですので、計画的
に貯金を運用することができ
ます。
是非、組合員貯金に加入さ
れることをお勧めします！！
加入希望の方は、共済事務
担当課へお申し出ください。
※	貯金利率につきましては、金融情勢および運用
状況により適宜見直しを行うこととなります。

給料から天引きなので便利です!
いつでも臨時に積立てもできます!

	 10月 5 日（木）	 奈良県市町村会館	 （定員100名）
※	所属所へ別途開催通知を送付します	 10月12日（木）	 奈良県市町村会館	 （定員100名）
開 催 日 ·· · · · · · · · · · · · · · ·

高齢社会の進展に伴い、人生 80 年時代に対応した社会システムの確立が求
められる中、個人においても健康で豊かな生活を送るための努力が求められ
ています。今セミナーは退職後の生活を迎えるにあたり必要な知識や情報を
提供し、考えるきっかけとしていただく目的で開催します。

ライフプランセミナー（退職準備型）の開催について
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高額療養費制度等の見直しについて

高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書（レセプト）をもとに共済組合
で計算を行いますので、申請は不要です。

医療機関での支払時における自己負担額の見直しのため申請は不要です。

　高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口におい
て医療費の自己負担を支払った後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後に共済組合（保険
者）から支給される制度です。
　平成29年8月から 70歳以上の高額療養費の算定基準額が以下のとおり段階的に見直されることとなり
ました。

医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、入院時生活療養費の生活療養標準負担額の
うち居住費にかかる部分ついて見直すこととなり、　平成29年10月から 65歳以上の医療療養病床に入院
する患者の居住費について、光熱水費相当額の負担を求めることとされました。
（注）�介護保険施設（老健 · 療養）の多床室に入所する低所得者（市町村民税非課税者）の居住費負担額（光熱水費相当額）は、直近の

家計調査の結果を踏まえ、平成27年4月に320円／日から370円／日に引き上がっている。

　制度の持続可能性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求め
る観点から、低所得者に配慮した上で、高額療養費の算定基準額が見直されることとなりました。

高額療養費制度等の見直しについて

入院時の居住費（光熱水費相当額）の見直しについて

申請不要

申請不要

＜現行＞ ＜平成29年8月～＞ ＜平成30年8月～＞

70歳以上 限度額
（世帯※1） 70歳以上 限度額

（世帯※1） 70歳以上 限度額
（世帯※1）外来

（個人）
外来

（個人）
外来

（個人）

標準報酬月額�
28万円以上 44,400円

80,100円+（医療費
－267,000）×1％

＜多数該当※2
44,400円＞

標準報酬月額�
28万円以上 57,600円

80,100円+（医療費
－267,000）×1％

＜多数該当※2
44,400円＞

標準報酬月額�
83万円以上

252,600円 + �
（医療費－842,000）×1％

＜多数該当※2
140,100円＞

標準報酬月額�
53～79万円

167.400円 + �
（医療費－558,000）×1％

＜多数該当※2
93,000円＞

標準報酬月額�
28～50万円

80,100円 + + �
（医療費－267,000）×1％

＜多数該当※2
44,400円＞

標準報酬月額�
26万円以下 12,000円 44,400円 標準報酬月額�

26万円以下
14,000円

（ 年間　　
14.4万円上限）

57,600円

＜多数該当※2
44,400円＞

標準報酬月額�
26万円以下

18,000円

（ 年間　　
14.4万円上限）

57,600円

＜多数該当※2
44,400円＞

住民税非課税
8,000円

24,600円 住民税非課税
8,000円

24,600円 住民税非課税
8,000円

24,600円
住民税非課税

（所得が一定以下） 15,000円 住民税非課税
（所得が一定以下） 15,000円 住民税非課税

（所得が一定以下） 15,000円

※ 1　同じ世帯で同じ保険者に属する者
※2　同一世帯で1年間（直近12ヵ月）に３回以上高額療養費の支給を受けている場合は、４回目からは自己負担額が軽減されます。

70歳以上
該当

65歳以上
該当
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市区町村役場の介護保険担当課に申請を行い、介護保険の自己負担額証明書の交付を
受けた後、共済組合に「高額介護合算療養費支給 •自己負担額証明書交付申請書」の提出
をしてください。

　高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における
それぞれの給付にかかる自己負担額について月単位で上限を設
け、負担軽減が図られているものですが、これらの給付を受け
てもそれぞれの負担が長期にわたり重複している世帯では、な
お重い負担となることから医療保険と介護保険における1年間
（毎年8月1日～翌	年7月31日）の自己負担の合算額が高額な
場合に、さらに負担を軽減する制度です。
　平成30年8月から 70歳以上の現役並み所得者について、
現役世代と同様に、	細分化した上で限度額が引き上げられるこ
ととなりました。

高額介護合算療養費制度の見直しについて

申請必要

＜現行＞ ＜平成30年8月～＞

70歳以上（※1) 70歳以上（※1)

　標準報酬月額28万円以上 67万円 細分化＋
上限引き上げ

標準報酬月額83万円以上 212万円

標準報酬月額53～79万円 141万円

標準報酬月額28～50万円 67万円

　標準報酬月額26万円以下 56万円

据え置き

標準報酬月額26万円以下 56万円

市町村民税世帯非課税 31万円 市町村民税世帯非課税 31万円

市町村民税世帯非課税
（所得が一定以下） 19万円（※2) 市町村民税世帯非課税

（所得が一定以下） 19万円（※2)

※ 1　�対象世帯に 70 ～ 74 歳と 70 歳未満が混在する場合、まず 70 ～ 74 歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る自己負担
と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。

※2　介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

＜現行＞ ＜平成29年10月～＞ ＜平成30年4月～＞

　65歳以上
　医療療養病床 負担額 　65歳以上

　医療療養病床 負担額 　65歳以上
　医療療養病床 負担額

Ⅰ ⅡⅢ以外の者 320円／日 Ⅰ ⅡⅢ以外の者 370 円／日 Ⅰ ⅡⅢ以外の者
370 円／日

Ⅱ 厚生労働大臣の
定める者※1

0円／日
Ⅱ 厚生労働大臣の
定める者※1 200 円／日 Ⅱ 厚生労働大臣の

定める者※1

Ⅲ 指定難病患者※2 Ⅲ 指定難病患者※2 0円／日 Ⅲ 指定難病患者※2 0円／日

● 医療区分ⅠⅡⅢは「疾病の状態」及び「医療処置」の内容により区分されます。
※1�　健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成18年厚生労働省告示第488号）
※2　�難病の患者に対する医療等関法律（平成26年法律第50号）第５条１項に規定する指難病の患者

70歳以上
該当
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標準報酬月額の決定（定時決定）

●定時決定の対象となる方
原則として、毎年 7 月 1 日現在に組合員である方（休業中、休職中、欠勤している方を含みます）となります。
ただし、次の方は、その年の定時決定の対象とはなりません。
・6月1日から7月 1日までの間に組合員の資格を取得した方
・�随時改定が、7月、8月、9月のいずれかの月から行われる方
・育児休業等終了時改定及び産前産後休業終了時改定が、7月、8月、9月のいずれかの月から行われる方

●定時決定のしくみ（算定方法）
原則毎年 4 月から 6 月までの報酬の総額をその期間の月数で除して得た額（平均額）を「報酬月額」として、標準報

酬等級表に当てはめて、「標準報酬月額」を決定します。これをその年の 9 月から翌年の 8 月まで各月の標準報酬月
額とし、掛金（保険料）、給付額の算定基礎とするしくみです。（注10月以降に随時改定等の改定がある場合を除きます。）
ただし、この3ヵ月間に支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて算定します。

　標準報酬制では、給与から控除される掛金や年金・短期給付などの額を計算する際の基準額として、「標準報酬月額」
を用います。この標準報酬月額は、毎年１回「定時決定」で見直すこととされています。

●「標準報酬決定・改定通知書」にて定時決定の通知
定時決定により決定した標準報酬

の等級や月額等については、「標準報
酬決定・改定通知書」により 9月中
に所属所共済事務担当課を経由して
通知させていただく予定です。
なお、この通知書は、標準報酬の
等級や月額等の決定額を通知するも
のです。この通知書を受け取った際
に組合員の皆さんに行っていただく
お手続きはございません。
※�給与明細等で共済組合の通知に代
える対応を希望された所属所につ
いては通知を省略しております。

　標準報酬　決定 ・ 改定通知書
 平成　　年　　月　　日
（所属所） 奈良県市町村職員共済組合
 下記のとおり標準報酬を決定・改定しましたので、通知します。
（氏名） 決定・改定事由 適用開始

定時決定 平成 29年 9月
区　　　　分 標 準 報 酬 等 級 標 準 報 酬 月 額

新　等　級

短　　期 第　14　級 220　千円

長　　期
厚 生 年 金 第　15　級 220　千円

退職等年金給付 第　14　級 220　千円

従 前 等 級

短　　期 第　13　級 200　千円

長　　期
厚 生 年 金 第　14　級 200　千円

退職等年金給付 第　13　級 200　千円

標準報酬月額は毎年見直します！　～定時決定のしくみ～
標準報酬月額の定時決定について

4月～ 6月の報酬の平均額を【等級表】に当てはめる

標準報酬月額
（9月から適用） ×掛金・負担金率＝掛金（保険料）等

	 （労使折半で負担）　

【掛金（保険料）等の算定基礎】

組合員の掛金（保険料）

事業主（地方公共団体）の負担金

基本給 諸手当 基本給 諸手当 基本給 諸手当

4月の報酬 5月の報酬 6月の報酬

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
実 際 の 報 酬 20万円 21万円 22万円 21万円 20万円 22万円
標 準 報 酬 月 額 20万円 22万円

（20万円＋21万円＋22万円）÷3＝21万円
21万円を標準報酬等級表に当てはめると、標準報酬月額は22万円
※標準報酬等級表上、平均報酬月額範囲が21万円以上23万円未満の場合の標準報酬月額は22万円
　よって、本年9月からの標準報酬月額は22万円に決定

標準報酬月額の決定（定時決定）
標準報酬月額の決定（定時決定）標準報酬月額の決定（定時決定）

例

例
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　本組合の医療費の4分の1を占める「生活習慣病」「歯周疾患」「メンタルヘルス疾患」に対し、保健
事業では疾病予防・重症化予防を重視しております。その一環として精神的ストレスの軽減や予防
医療としての効果が実証されている森林セラピーに対する助成事業を行っています。

•  森林セラピーとは　医学的なエビデンス（証拠）に
裏付けられた森林浴効果をいい、森林環境を利用して心身の健
康維持、増進・疾病の予防を目指すものです。具体的には、森の
中に身をおき、森林の地形を利用した歩行や運動、森林内レクリ
エーション、栄養、ライフスタイル指導等の方法によって、これ
らの目的を達成するセラピー行為を指し、森を楽しむことで心
身の快適性を向上させ保養効果を高めていこうとするものです。

•  具体的には　森林の中での呼吸法やヨガ、座観、アロマテラピー等を組み込んだ心のリラク
ゼーションプログラムと並行し、いわゆる「ハイキング」や「山歩き」とは違う、ゆっくりとしたペース
での森林ウォーキング運動等を通じた心身のフィットネスプログラムを行います。

•  助成対象額は　�組合員及び被扶養者を対象に助成額は2,000円です。�

•  費用は　組合員・被扶養者・同行者の体験料金は共済組合特別料金4,500円�
（弁当代・送迎代含む）となります。�
詳しくは（一社）吉野ビジターズビューローにお問い合わせください。

• 申込み及び助成申請方法
申 込 み� ��組合員等が直接、吉野ビジターズビューロー

に予約の連絡を行う。
助成申請� ①�組合員等は所属所共済事務担当課に森林�

セラピーを利用する旨の申告をする。
� ②�所属所共済事務担当課は申告内容を確認

し、『森林セラピー利用助成券』を発行する。
助成券利用� �組合員等は、助成券を利用先窓口で提出し、

自己負担額を支払い、森林セラピーを体験�
する。

　森林セラピー当日、小雨が降る中、大和
上市駅近くの吉野ビジターズビューロー
事務所に着きました。

　二人の案内人に竜門の滝のお手軽なコースを案
内いただきました。
　まず、八代将軍吉宗公ゆかりの山口神社に行き
緑豊かな中、笑いヨガをしました。緊張が取れて
リラックスして次の仙人広場へ行けました。広場
ではおにぎり弁当を食べました。森の中で食べる
お弁当はとてもおいしかったです。食後は、ハン
モックでお昼寝です。小雨が降り少し寒かったで
すが、マイナスイオンに包まれて気持ちよかった
です。最後に伝説が残る竜門の滝に行きました。
森林の香りと滝のすがすがしさが心にしみわたり
ました。
　このセラピーを通じて感じたことは、日ごろの
忙しさや様々なストレスを感じていると思います
が、たまには森林セラピーに行って心をリセット
してみればまた違う一日が始まると思います。
	 橿原市役所　広瀬	秀夫さん

体験者
� の感想

森林セラピーRに対する助成事業について

〒639-3111 吉野郡吉野町上市2060-1
近鉄吉野線�大和上市駅前
　（一社）吉野ビジターズビューロー
　 0 7 4 6 - 3 4 - 2 5 2 2
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★調査の概要
調査対象者  平成29年7月1日（基準日）現在、認定中の全被扶養者 

（ ただし、本年6月1日以降に被扶養者の認定を受けた方を除きます。）

提 出 期 限  平成29年9月29日（金）

主な調査内容 ◦調査対象者（被扶養者）の収入調査
  ◦主たる扶養者（組合員以外の扶養義務者）の調査
  ◦同一世帯要件者の調査等

調査対象期間  平成28年1月1日から基準日(平成29年7月1日)まで 
（ただし、この期間中に認定された方は、認定日から基準日まで）

調査方法等 1. 所属所の共済事務担当課を通じて「被扶養者資格確認届書」等を配付します。
  2.  必要事項を記入・押印のうえ、必要書類（※）を添付

して共済事務担当課へ必ず提出してください。

  ※ 調査に伴う必要添付書類については、調査対象者に応じ
て異なりますので、配付しています「被扶養者資格確認
届書の記載要領及び添付書類の手引き」等によりご確認
ください。

★被扶養者資格認定の取消しについて
次のような場合には、被扶養者の資格認定が無効となる場合がありますのでご注意ください。
①  調査期日内に、被扶養者資格確認届書等による調査回答を正当な理由がなく提出されない場合
②  調査期日内に、調査にあたっての問い合わせ事項に正当な理由がなく回答されない場合

（注）	 	調査の結果、認定要件を欠くこととなった場合には、共済事務担当課を通じて連絡いたします
ので、速やかに「被扶養者申告書」にて認定取消しの手続きを行ってください。

	 	なお、遡って認定を取消すこととなった場合には、その間に受診した医療費や、その他受給した
給付金については返還していただくこととなります。

平成29年7月1日現在�被扶養者を有する組合員の皆さんへ

この調査は短期給付財政の安定化を図ること等を目的として、認定中の被扶養者が、認定要件
を満たされていたか、また、今後も引き続き認定要件を満たす見込みかを確認するため実施する
ものです。

この趣旨をご理解いただき、調査回答にご協力をお願いします。

共済組合は、マイナンバー法に規定されている個人番号利用事務実施者として、平成29年７月からマイナンバー
利用が可能となる予定でしたが、総務省より短期給付事業については、平成 30 年７月から利用開始となる見込み
である旨通知がありましたので、お知らせします。

ただし、これまでどおり被扶養者の資格取得時にはマイナンバーを報告していただく必要がありますのでご注意
ください。

被扶養者の資格継続調査の実施について
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職員採用試験のお知らせ
募 集 概 要

採用予定人数 若干名

採 用 予 定 日 平成30年4月1日

職 種 事務職（仕事の内容：地方公務員等共済組合法に基づく福利厚生事業）

受 験 資 格� 昭和63年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）
を卒業した方。または、平成30年3月卒業見込の方。

試 験 日 等 ［第1次試験］：�平成29年11月26日（日）
	 選考方法：一般教養試験・事務適性検査・職場適性検査・作文試験
［第2次試験］：平成29年12月中旬頃（予定）：第1次試験合格者に通知
	 選考方法：面接
［第3次試験］：平成30年1月中旬頃（予定）：第2次試験合格者に通知
	 選考方法：面接

	 受験手続（「受験案内」及び「受験申込書」「エントリーシート」の取得方法）などの詳細は、
7月14日（金）から奈良県市町村職員共済組合公式ホームページ

（http://www.kyosai-nara.jp/）でご確認いただけます。

電車の場合
  ● 近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅下車徒歩約15分

バスの場合
  ● 	近鉄橿原線「大和ハ木」駅または「橿原神宮前」駅	
東出口、奈良交通バス利用	「小房」バス停下車すぐ

  ● 	近鉄橿原線「大和ハ木」駅からコミュニティーバス
利用「かしはら万葉ホール」バス停下車すぐ

奈良県市町村職員共済組合　総務課　 0744-29-8261

一次試験会場（かしはら万葉ホール）場所

17平成 29 年 （2017）　7 月



� 地方公務員共済組合連合会

年金払い退職給付制度の年金財政方式は、将来の給付に要する費用を事前に積み立てておき、積み立て
た資金から年金を支給する方式となっております。
この積立状況を把握するための作業が財政検証であり、国共済と地共済を合算した年金払い退職給付

制度の年金財政上の剰余・不足の状況（年度末に積み立てておくべき金額と実際の積立金額の比較）を毎
年確認することとなっております。
この度、平成27年度末の財政検証作業が終了しましたので、その結果について説明いたします。

財政検証結果�

 1　平成27年度末の年金財政状況  
� （単位：億円）

区　分 国共済＋地共済 国共済 地共済

積立基準額
� Ａ 1,914 522 1,392

積立金（簿価ベース）
� Ｂ 1,880 508 1,372

剰余または不足
� （Ｂ－Ａ） △34 △14 △20 ※�△は不足を

表している。

【参考】保険料収入現価 62,674 16,761 45,913

　　　 ※「保険料収入現価」は将来にわたる保険料収入を現在価値に換算した額

「積立基準額」は計算基準日に積み立てておくべき金額であり、国共済が 522 億円、地共済が 1,392
億円、合計で1,914億円となっております。
一方、「積立金」の額は簿価ベースで国共済が 508 億円、地共済は 1,372 億円、合計で 1,880 億円

となっております。
積立金から積立基準額を差し引いた結果、国共済が 14 億円の不足、地共済が 20 億円の不足、合わせ

て34億円の不足となっております。
なお、現在計上されている不足については、制度が成熟することにより発生する将来の剰余等により解

消される見通しとなっており、下記2に記載してあるとおり、財政再計算を実施し、掛金率等の見直しを
図る必要がない状況となっております。

 2　財政再計算の要否
年金払い退職給付制度では、少なくとも 5 年に一度財政再計算を実施することとなっていますが、こ

れとは別に、財政検証において臨時の財政再計算の要否を確認することとなっています。
臨時の財政再計算を行う条件は、計算基準日時点の積み立て不足額が、計算基準日以降の将来にわたる

保険料収入を現在価値に換算した額である「保険料収入現価」の5％を上回る場合となっています。
今般、計算基準日時点における国共済と地共済を合わせた不足額34億円が、国共済と地共済を合わせ

た保険料収入現価の 5％である 3,134 億円を下回っていることから、今回は臨時の財政再計算を実施
しないこととなりました。

年金払い退職給付に係る
� 財政状況（平成27年度末）について
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地共済
年金情報Webサイトをご活用ください。

利用できる方
①	組合員
②	組合員であった方
※	①②とも年金受給開始年齢に到達されている方
を除く。

閲覧できる内容
①年金加入履歴・加入期間
②保険料納付済額
③標準報酬月額等
④年金見込額
　※	確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベースに、

法律で定められた年齢での年金受給額等を試算してい
るため、実際の金額とは異なります。

⑤給付算定基礎額残高履歴

相談窓口
（Webサイト用）

全国市町村職員共済組合連合会　年金部年金企画課
03-5210-4607（土・日・祝を除く9時～ 17時）

ご利用時間

毎日24時間365日

※	サーバーのメンテナンス時を除く。

　地共済年金情報Webサイトでは、年金加入履歴や、年金見込額などの各種情報を
閲覧することができます。

 3　財政調整拠出金の計算
年金払い退職給付制度では、必要に応じ、国共済と地共済の間で財

政調整を行うこととなっております。
すなわち、財政状態が剰余の共済から不足の共済に対し、その不足

額の 5 分の 1（ただし、剰余の共済の剰余額を限度とする。）を拠出す
ることとされています。
平成 27 年度においては、国共済・地共済とも不足の状態であった

ため、財政調整拠出金は発生しませんでした。

https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/
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年間スケジュール予定表
スケジュール 開催予定日 担当課 対象者 申込方法 会場

年 金 相 談 会 8月 21日 年金課 昭和33年4月1日以前
生まれの一般組合員等

所属所への通
知文に申込み
用紙を添付*

大淀町文化会館

年 金 相 談 会 9月 6日 年金課

昭和33年4月1日以前
生まれの一般組合員等
及び昭和34年4月1日
以前生まれの特定消防組
合員等

田原本青垣生涯学習センター

年 金 相 談 会 10月 6日 年金課 昭和33年4月1日以前
生まれの一般組合員等 田原本青垣生涯学習センター

年 金 相 談 会 10月24日 年金課

昭和33年4月1日以前
生まれの一般組合員等
及び昭和34年4月1日
以前生まれの特定消防組
合員等

奈良県社会福祉総合センター

年 金 相 談 会 12月 8日 年金課 昭和33年4月1日以前
生まれの一般組合員等

DMG�MORI� やまと郡山城
ホール

健康講座（第1回）
生活習慣改善セミナー 9月19日 福祉課 組合員及び　　

組合員の配偶者

所属所への通
知文に申込み
用紙を添付※

奈良県社会福祉総合センター

健康講座（第2回）
生活習慣改善セミナー 9月27日 福祉課 組合員及び　　

組合員の配偶者 ホテル�リガーレ春日野

健康講座（第3回）
生活習慣改善セミナー 10月23日 福祉課 組合員及び　　

組合員の配偶者 奈良県社会福祉総合センター

ライフプランセミナー
（第1回） 10月 5日 福祉課 50歳以上の組合員 �奈良県市町村会館

ライフプランセミナー
（第2回） 10月12日 福祉課 50歳以上の組合員 �奈良県市町村会館

共済事業事務説明会 10月 上旬 総務課 共済事務担当者 奈良県市町村会館（予定）

共済事業説明会 3月 中旬 総務課 共済事務担当者 奈良県市町村会館（予定）

　＊年金相談会については本年度の申し込みは既に終了しています。
　※上記は開催予定です。正確な日時、詳細につきましては各所属所に通知文書を送付します。

平成29年度

23平成 29 年 （2017）　7 月
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（一社）奈良県歯科医師会 出典「治療前からのお口のケアのすすめ」記事提供

�がん治療に関する医科歯科連携の流れ

�がん連携登録歯科医とは

日本歯科医師会では、がん患者さんのお口のケアをサポートする医科歯科連携事業を
行っています。

厚生労働省の委託を受けて日本歯科医師会が主催する「全国共通がん医科歯科連携
講習会」を受講し、がん患者さんへのお口のケアや歯科治療についての知識を習得し
た歯科医師のことです。
全国約12,000名（平成27年11月現在）の歯科医師が、がん連携登録歯科医として
がん患者さんのお口のケアをサポートしています。
かかりつけの歯医者さんが連携登録歯科医かどうかは、インターネットで確認する
ことができます。

がん連携登録歯科医

DENTAL
CLINIC

そ の 1
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NPO法人 大学院連合メンタルヘルスセンター※　　相談員：川口�智子

こころの相談室だより

相 談 申 し 込 み 方 法  （料金は無料です）

※特定非営利活動法人 大学院連合メンタルヘルスセンター
 働く人々の支援を行う心理専門家の育成や、産業現場での支援活動をさらに充実、発展させることを目的に 2009 年に設立されました。

相談会場� 帝塚山大学　学園前キャンパス内　18 号館 3 階 18301 室� （奈良市学園南3丁目1番3号）
	 �［ＮＰＯ法人大学院連合メンタルヘルスセンター　カウンセリングルーム］

相 談 日� 毎週木曜日　14：00 ～17：00　　　相談時間　 50 分（初回は60～ 90 分程度）
相談手順� �お申し込みは下記予約専用メールでお願いします。

（迷惑メール設定解除をお願いします）
お問い合わせ　06–6755–4458（月、水、金の12時～16時）

大学院連合メンタルヘルスセンター

相談予約専用アドレス

soudan2@mental-health-center.jp

1メールでのお申し込み
件名：市町村職員共済組合
内容：�①お名前、②お電話番号、 

③ご希望日
　　　をお知らせください。

2担当相談員より、
予約可能時間をお
知らせいたします。

3予約日承諾の
お返事メールを
お願いします。

4帝塚山大学内
学園前キャンパス 
18号館18301室
でお待ちしてます。

相談手順� �お申し込みは相談予約専用電話でお願いします。料金は無料です。（1人 3回を限度とします）
受 付 日� 火・木曜日（10：00 ～16：00）＊日祝祭日及び年末年始を除く。
相談時間� 受付時間内で1回につき60 分以内

� （生駒郡三郷町勢野北 4丁目13番1号）ハートランドしぎさん

相談予約専用番号

0745– 72– 5307

20
17.7

皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。このお便りを書いているのは、フィギュアスケー

トの浅田真央選手が引退を発表した直後で、昔の映像や発言がメディアで流れ、浅田真央選手のス

ケート人生を振り返るようなニュースが流れていました。「そういえばあの時こんなことがあった

なぁ」「当時はこんなことを思っていたなぁ」「○○な時間だったな」と、私たちは季節や人生の節

目などで、これまでの出来事や過去を見直し整理する機会を持つこと

があります。日々に追われて実感し損なっている思いや感情を改めて

味わったり、その場や時間から少し距離を置いて気持ちを言葉や絵、

作品にしたり客観的に捉えたりすることで、過去に新たな意味を見い

だしたり、これからの未来の見え方が変わったりすることがあります。

前を向いて歩くことはもちろん大切ですが、ふと立ち止まって振り返る

ことも、心の整理には必要な時間です。体験や感情を言葉にし眺め、気持ち

の整理をするお手伝いをさせていただきます。
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奈良県市町村職員共済組合
保養施設利用助成対象施設保養施設のご案内

※本組合が発行する「宿泊施設利用助成券」は、公務による使用はできませんので、ご注意ください。
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セルフチェック
委託ストレスチェック

こころの状態をご自分で
すぐ確認することができます。
閲覧キーを活用すれば過去の状態を

確認することもできます。
※	セルフチェックログインにはユーザー ID及びパ
スワードが必要です。ユーザー ID及びパスワー
ドは組合員証の「保険者番号」です。
※	委託ストレスチェックは所属所より委託を受け
た場合に利用できます。ログイン時のユーザー
ID及びパスワードは所属所より案内されます。

電話健康相談 健康・こころのオンライン

メンタルヘルス相談 	組合員及び家族の健康づくりを目的に実施しています。
� ※相談費用は本組合が負担

健康・こころのオンラインは、
皆さんの体とこころの健康を
サポートするWebサイトです。

予約の流れ▶ 1.メールで申込み　2.予約完了　3.相談室へ来談

 相談日   毎週木曜日

 相談時間  14：00 ～17：00

（相談会場：帝塚山大学 学園前キャンパス内 18号館�3F�18301室�（ 奈良市学園南3丁目1番3号））
相談予約専用アドレス

soudan2@mental-health-center.jp

※ 上記各種相談は、本組合が信頼できる専門機関に依頼して開設しているもので、個人情報保護法を遵守し、相談員は、相談者のプライバシーを厳守し機密を保持します。

http://www.kyosai-nara.jp/奈良県市町村職員共済組合公式ホームページ

※�ログインには、ユーザー ID及びパスワードが必
要です。ユーザー ID及びパスワードは組合員証
の「保険者番号」です。

火・木曜日 10：00 ～16：00
［日 ･ 祝祭日及び年末年始を除く］

ハートランドしぎさん　（生駒郡三郷町勢野北4丁目13番1号）

大学院連合メンタルヘルスセンター

相談予約専用番号

0745⊖ 72⊖ 5307 受付
時間

詳しくは

p.26

　 ▪ 健康情報 ▪ 　 �

健康･こころのオンライン
上図イメージのとおり、本組合
ホームページ内よりご利用ください。

電話健康相談

※�電話健康相談は、一般的な助言の範囲内で健康
に関わる相談のみを行っています。診断治療等
の医療行為を行うものではありません。

健康全般に関することは何でもご相談ください。

健康の悩みは、こちらへどうぞ。
すばやく、的確にサポートいたします。

年中無休   ₂₄時間対応  無 料
0120︲031︲199


